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肢体不⾃由のある子どもに対する特別な指導内容 

ア 姿勢に関すること 
学習に対する興味や関心、意欲を高め、集中⼒や活動⼒をより引き出すためには、あらゆる運動・

動作の基礎となる臥位、座位、⽴位などの姿勢づくりに積極的に取り組むことが必要である。 
 

イ 保有する感覚の活用に関すること 
肢体不⾃由のある子どもの場合は、保有する視覚、聴覚、触覚、嗅覚、固有覚、前庭覚などの感覚

を有効に活用することが困難な場合がある。特に、障がいが重度で重複している場合、視覚、聴覚、
触覚と併せて、姿勢の変化や筋、関節の動きなどを感じ取る固有覚や、重⼒や動きの加速度を感じ取
る前庭覚を活用できるように、適切な内容を選択し、丁寧に指導する必要がある。その際、それらを
個々の感覚ごとに捉えるだけでなく、相互に関連付けて捉え、保有する感覚で受け止めやすいように
情報の提示の仕方を工夫することが⼤切である。 

また、脳性まひ等のある肢体不⾃由のある子どもの場合は、筋緊張等によって身体からの感覚情報
をフィードバックして、⾏動したり、表現したりすることに困難が生じやすいため、注視、追視、協
応動作等の困難が⾒られる。その場合、例えば、目の前にある興味のある玩具等の対象物を注視した
り、ゆっくり動く対象物を追視したりする⼒を高め、対象物に⼿を伸ばしたり、倒したりすることで
目と⼿の動きを協調させていく指導内容などが考えられる。また、⾒えにくさへの対応としては、不
要な刺激を減らし、提示する情報量や提示の仕方を配慮するとともに、教材、教具の工夫も求められ
る。 

 
ウ 基礎的な概念の形成に関すること 

肢体不⾃由のある子どもは、身体の動きに困難があることから、様々なことを体験する機会が不⾜
したまま、⾔葉や知識を習得していることがあり、⾔葉を知っていても意味の理解が不⼗分であった
り、概念が不確かなまま用語や数字を使ったりすることがある。そのため、具体物を⾒る、触れる、
数えるなどの活動や、実物を観察する、測るなどの体験的な活動を取り入れ、感じたことや気付いた
こと、特徴などを⾔語化し、⾔葉の意味付けや⾔語概念、数量などの基礎的な概念の形成を的確に図
る指導内容が必要である。 

このような基礎的な概念の形成の不確かさは、各教科等の学習における思考する、判断する、推理
する、イメージすることなどに影響を及ぼすことが少なくないため、適切な内容を選択し、丁寧に指
導する必要がある。 

☆ 肢体不⾃由のある子どもの教育的ニーズの整理② 
〜特別な指導内容〜 

 肢体不⾃由のある子どもの教育的ニーズを整理する観点『②特別な指導内
容』について、「障害のある子供の教育支援の⼿引」から、一部を抜粋してま
とめました。詳細については、「⼿引」第３編をご参照ください。 

＊下線、太字は本資料作成に当たって福島県特別支援教育センターにおいて追記（以下同様） 
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エ 表出・表現する⼒に関すること 

上肢の障がいのために、書字動作やコンピュータ等の操作に困難が伴う場合がある。そのためＩＣ
ＴやＡＴ（Assistive Technology︓支援技術）などを用いて、入出⼒装置の開発や活用を進め、子ど
も一人一人の障がいの状態等に応じた適切な補助具や補助的⼿段を工夫しながら、主体的な学習活動
ができるような指導内容を取り上げる必要がある。 

また、⾔語障がいを随伴している肢体不⾃由のある子どもに対しては、⾔語の表出や表現の代替⼿
段等の選択・活用によって、状況に応じたコミュニケーションが円滑にできるよう指導する必要があ
る。特に、障がいの重い子どもの場合には、表情や身体の動き等の中に表出の⼿掛かりを⾒いだし、
コミュニケーションに必要な基礎的な内容の定着を図る指導が必要である。 
 
オ 健康及び医療的なニーズへの対応に関すること 

障がいの状態等が重度である子どもの多くが、健康状態が安定していなかったり、体⼒が弱かった
り、感染症への配慮が必要だったり、生命活動が脆弱であったりする。そのため、保護者や主治医、
看護師等と密接な連携を図り、関節の拘縮や変形の予防、筋⼒の維持・強化、呼吸や摂⾷機能の維持・
向上など、に対応するための指導内容にも継続的に取り組むことが必要である。 
 
カ 障がいの理解に関すること 

中途障がいも含め肢体不⾃由のある子どもの場合、障がいを理解し、⾃⼰を確⽴し（⾃⼰理解、⾃
⼰管理、⾃⼰肯定感等）、障がいによる学習上又は生活上の困難を改善・克服する意欲を高めるよう
な指導内容を選択し、関連付けた指導を進めることが必要である。 

以上のことから、肢体不⾃由のある子どもの教育的ニーズを整理する際、当該の子どもに対する特
別な指導内容を把握することが必要である。 

 
 
 
 

その子に最も適切な教育を提供するために、必要となる「特別な指導
内容」を把握しましょう。 

上記ア〜カは、代表的な例を挙げているため、子どもの実態によっては、上記以外の特別な指導
内容も考えられることに留意することが⼤切です。 


